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こ
ど
が
出
来
る
o

同
一
位
は
い
ふ
「
7

一
ア
ン
の
平
岡
慣
従
日
酬

に
就
て
は
、
主
(
可
極
性
が
明
か
に
保
留
さ
れ
て
ゐ
る
唱
}

ご
が
、
一
腹
心
繰
返
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
然
[
そ
れ
は
、
今

か
ら
北
野
際
的
方
針
を
山
県
へ
る
に
は
品
川
ち
に
速
い
理
組

一
の
後
仁
川
山
は
れ
る
。
催
定
す
べ
き
必
要
の
あ
る
唯
一

ω

一
近
き
門
的
は
、
車
に
.
犬
戒
符
誇
券
に
依
て
保
詮
古
れ

一
て
ゐ
る
週
貨
に
代
ふ
る
仁
、
商
業
上

ω挽
保
を
保
訟

一
さ
す
る
減
貨
を
以
て
し
、
吐
誌
に
依
て
銀
行
券
の
後
行
上

一
級
如
し
て
ゐ
る
居
仲
力
を
凶
復
せ
し
む
る
に
あ
る

J

欧
洲
戦
管
後
に
於
て
特
に
著
し
き
逆
調
を
呈
せ
る
悌
一
「
フ
ラ
Y

の
債
依
を
、
断
然
、
政
府
の
需
要
ご
い
ふ
人

雪
道
替
相
場
内
昨
年
二
一
月

ω初
員

長

然

崩

一

病

的

審

よ

り

兎

れ

L
E
V
E
l是
れ

が

恐

?

落
し
て
、
一
時
に
付
百
十
七
法
(
平
田
間
二
十
五
法
二
二
一
日
下
、
倒
的
西
内
賃
借
政
策
切
近
主
目
的
を
、
最
も
巧

五
)
正
な
ム
リ
、
ア
ラ
ン
の
危
機
が
叫
ば
れ
た
の
で
ゐ
つ
に
現
は
し
た
言
葉
で
め
ら
ラ
。
一

た
が
u

其
後
に
於
け
る
備
悶
財
政
朕
態
り
改
善
正
英
米
私
は
以
下
に
於
て
、
右
目
HE
及
ぴ
伊
太
利
回

vprEC

よ
b

の
一
巨
額
的
信
用
許
奥
ご
は
、
相
喉
う
て
匁
替
相
場
大
半
の

ZEMHO
の
最
近
の
論
文
に
譲
っ
て
、
保
闘
最

を
急
速
に
阿
復
せ

L
h
u
る
に
至
っ
た
o

乍
然
.
ア
ラ

y

近
り
財
政
服
態
の
大
慌
己
、
主
改
喜
一
日
策
ご
し
て

p
h
E
?

が
戦
前
の
卒
…
償
に
復
師
す
る
事
は
向
前
途
遼
遠
で
ゐ

E
が
提
唱
し
て
ゐ
る
働
閥
相
続
税
改
正
案
子
ぜ
紹
介
し

ム
リ
、
此
の
復
蹄
が
悌
岡
財
政
朕
態

ω今
後
の
改
善
の
存
ょ
う
ご
忠
ふ
。

皮
仁
依
お
す
る
こ
ご
の
大
な
る
は

.
E誌
が

其

近

著

仁

ニ

述
べ
て
ゐ
る
次
り
4

一
一
口
葉
に
依
円
ソ
て
も
、
略
l
想
像
す
ゐ
働
側
経
常
殻
算
の
不
足
額
は
千
九
百
二
十
一
年
度
に

霜1
例
蘭
画
の
財
政
服
態
す
」
相

額
粉

小

川

頑

太

郎

雑

録

仙
川
附
岡
山
財
政
批
議
と
相
続
枇

第
二
十
径

(
鈴
三
銃
一
四
七
)

O 
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第
二
す
各

於
て
は
五
十
四
億
千
五
宵
高
法
で
ゐ
っ
た
が
、
笠
二
十
の
で
ゐ
る
噛

二
年
度
に
於
て
は
五
十
四
億
人
千
六
百
高
法
に
這
し
次
に
備
繭
商
銀
行
の
政
府
貸
上
金
に
就
て
見
る
に
、

党
。
千
九
百
二
十
三
年
度
に
至
っ
て
漸
〈
珠
算

ω均
衡
政
府
は
千
九
百
廿
年
の
四
月
及
び
十
二
月
の
悌
蘭
西
銀

を
得
る
に
宝
勺
た
が
、
買
は
表
面
的
の
も
の
で
あ
っ
行
ご
の
契
約
に
於

τ、
右
貸
上
金
山
金
制
償
却
を
見
る

て
、
共
換
算
中
に
は
、
働
蘭
珂
銀
行
に
品
目
す
る
其
貸
上
迄
年
々
二
十
億
法
の
償
却
を
な
す
ニ
さ
を
約
し
た
の
で

金
の
償
却
及
び
其
他
の
経
費
が
合
ま
れ
て
居
ら
な
か
つ
あ
る
が
、
閥
防
詑
券
の
償
還
ず
ぺ
害
額
が
新
償
膝
募
一
額

た
。
か
、
る
預
算
航
態
は
英
反
動
Z
し
て
同
債
を
経

b

よ
り
も
多
γ
潟
に
点
の
約
束
F
履
行
す
る
こ
さ
が
出
家

守
増
加
せ
し
む
る
仁
王
っ
た
。
悌
闘
の
内
閲
債
は
千
九
十
、
遂
に
千
九
百
一
一
十
二
年
十
二
月
に
契
約
を
一
改
め
一
一

百
二
十
二
年
十
二
月
↑
川
口
に
於
て
二
千
五
百
億
徐
法
に
十
億
法
切
代
、
り
に
年
?
ヤ
億
法
の
償
却
を
な
す
こ
正
、

上
り
、
共
中
六
百
五
十
億
法
は
流
動
会
伎
に
相
官
じ
、
一
な
っ
た
。

二
百
三
十
六
億
法
は
仰
蘭
両
銀
行
か
貸
上
金
で
あ
っ
一
昨
年
の
始
め
に
な
っ

τ、
国
庫
の
状
態
が
互
に
悪
化

に
。
品
川
、
同
日
に
於
て
外
債
は
三
百
五
十
四
億
徐
金
法
一
す
る
仁
至
っ
た
の
は
次
の
ニ
つ
の
事
情
に
基
〈
も

ωで

に

迭

し

て

居

っ

た

叫

一

あ

る

o
其
一
つ
は
常
時
四
百
十
億
円
法
を
最
高
限
度
ピ
定

若
干
の
論
者
は
、
千
九
百
十
九
年
以
降
の
各
年
度
に
一
め
ら
れ
て
居
た
側
蘭
西
銀
行
の
銀
行
券
流
通
額
が
、
前

於

τ政
府
の
牧
入
中
和
一
枚
に
よ
る
割
合
が
漸
増
し
公
債
一
年
末
に
於

τは
三
百
七
十
億
一
法
ど
な
っ
て
底
た
の
に
二

仁
よ
る
制
令
が
漸
減
す
る
の
を
見
1
、
安
心
す
べ
き
兆
一
十
四
年

ω一
一
一
月
の
初
め
に
は
約
四
百
三
億
法
に
上
る
に

候
で
ゐ
る
ご
し
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
官
放
は
そ
う
で
至
つ
允
こ

Z
で
、
共
こ
は
二
百
三
十
二
億
二
千
宮
内
法
を

な
(
、
千
九
百
二
十
二
年
に
於
て
閤
債
募
集
額
が
以
前
最
高
限
度
ご
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
政
府
貸
上
金
が
二
十
四

の
年
度
に
比
イ
て
遥
か
に
少
か
っ
た
の
は
、
新
債
を
多
午
の
三
月
の
初
め
に
阪
に
二
百
二
十
一
億
法
に
注
す
る

く
募
集
す
る
こ
さ
が
出
来
な
か
っ
た
事
に
基
闘
す
る
も
に
至
っ
た
こ
さ
で
あ
る
白

雑

働
繭
岡
田
財
政
批
麗
&
相
蹴
祖

話量

(
第
三
腕
一
四
八
}

，、
O 

G. de F目 Gerbino，op. cit. p. 674 
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き
て
上
遁
の
如
〈
財
政
賦
態
が
険
閉
山
正
な
る

'
-
Z
に

鋭
み
て
、
政
府
常
局
は
従
来
、
苛
酷
な
る
租
税
政
策
よ

り
も
寧
ろ
宜

L
Z
L
て
多
く
採
用
L
来
っ
た
H

官
僚
政
策
一

を
放
棄

L
て
、
却
っ
て
和
税
政
策
ぞ
重
用
す
る
こ
ご
、
一

な
h
、
郁
々
の
計
書
を
立
つ
る
に
至
っ
た
が
、
北
(
主
な
一

る
も
の
は
経
費
の
節
減
、
凡
て
の
税
殺
に
二
割
の
附
加
一

殺
を
課
す
る
事
、
租
枕
の
培
数
、

tF他
牧
入
の

E
確
を
一

期

L
脱
税
を
防
止
す
る
錦
に
巌
重
な
る
規
定
を
設
〈
る
一

こ
芭
で
あ
っ
た
。
而
し
て
是
等
の
租
税
政
策

ω採
用
正
一

英
米
よ
り
巨
額

ω信
用
を
獲
得
し
た
こ

E
Z
が
相
侠
つ
一

て
、
前
辿
一
山
如
〈
、
山
間
落
し
た
る
フ
-
7
y

の
煩
儲
を
急
-

速

に

回

復

せ

し

む

る

に

至

っ

た

。

一

筒
、
本
年
度
の
珠
算
案
は
、
欧
洲
戟
守
後
漸
〈
始
め
て
一

完
全
な
る
牧
支
の
均
衡
を
得
る
に
至
っ
た
が
、
戦
後
に
一

於
て
歳
入
中
に
占
な
る
回
有
の
租
税
牧
入
の
割
合
が
次
一

第
仁
増
加

L
臨
時
的
牧
入
的
割
合
が
次
第
に
減
少
し
川
一

ゐ
る
宇
』
ご
は
突
の
表
に
よ
っ
て
窺
ム
一
旬
さ
が
出
来
る
由
一

一
四
一
一
に
封
一

す

る

割

合
wm 

λ
凹・一一

一
一
間
有
の
租
枕
牧
入

斗
公
債
収
入
以

仁
外
。
一
子
牧
入

九

宵
司
法

問
・
一
三
玉

司
商
法

凹
・
九
の
一
七

難

冊
商
問
の
財
政
批
躍
を
相
続
続

量主

九

JL 

一一
-
E
λ
た

七
五
・
三

人
・
六
五
九

っh

C 

一
泊
・
六
九
四

七
八
・

o

一0
・二ニ
O

ブl

ニ
一
了
λ
凹

O

仁
、

L

一
一
〆
.
ゴ

一
し

ι
、
し
コ

一
一
・
ノ
ブ
「

j【

一
九
・
五
三
九

二
ニ
・
九
の
三

八
五
・
三

ブι

二
四
・
ニ

0
0

八
入

-
t

二
一
・
間
八
二

一
九
二
四
宍
b
q
M
V

一
ニ
・
九
八
八

一
三
・
λ
五
凶

j， 
I!_L) 

か
(
の
知
〈
に
し
て
倒
的
西
の
財
政
紋
態
は
漸
次
確

寅
ご
な
円
一
て
来
た
が
、
政
府
の
仕
事
は
是
で
終
っ
た
Z

V

ふ
べ
き
で
は
な
〈
、
山
平
ろ
漸
く
始
め
ら
れ
た
ば
か
ら

で
あ
る
ご
い
ふ
-
』
ご
が
出
来
、
今
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

整
理
ご
償
港
己
い
ふ
此
二
丹
の
言
葉

ω中
に
入
っ

τ
L

は
い
っ
て
ゐ
る
。

ま
ふ
、

J
1」
円
山
戸
毘
肝

要
す
る
に
仰
蘭
西

ω財
政
は
戦
後
よ
h
今
日
に
烹
る

造
、
現
在
の
務
算
り
均
衡
を
得
る
た
め
に
努
力
し
来
っ

た
も
の
で
、
今
後
押
〈
は
此
均
衡
含
浸
さ
な
い
様
に
維

持
す
る
こ
ご
が
必
要
で
あ
っ
て
、
鋳
替
相
場
の
回
復
も

此
保
件
に
依
存
す
る
こ
ご
が
頗
る
大
で
あ
る
。
然
る
に

此
均
衡
を
骨
か
さ
ん
さ
す
る
要
素
が
街
備
蘭
西
に
は
存

在

L
て
ゐ
る
。
ぞ
れ
は

E
額
の
岡
債
就
中
其
短
期
の
も

第
二
十
巻

(
第
三
規
一
四
九
)

~ ，、
O 
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雑

鋒

働
府
間
の
財
政
舵
態
と
相
続
税

第
二
十
巻

(
第
三
競
一

E
C
)

の
、
割
合
が
非
常
に
多
い
ご
い
ふ
こ
乙
で
あ
る
。

主
て
此
岡
侠
償
法
の
必
要
は
何
一
旦
並
(
他
の
有
力
な

る
論
者
、
政
治
家
に
よ
っ
工
認
め
ら
れ

τ
ゐ
る
が
、
或

者
は
此
目
的
の
た
め
に
資
本

ω非
常
徴
牧
或
は
資
本
税

を
課
す
る
こ
ご
を
提
唱
し
て
ゐ
る
o

然
し
の
2
寸己
O

は

資
本
の
非
常
徴
牧
を
以
て
剛
債
償
還
に
資
す
る
こ
ご
は

種
々
の
貼
よ
ち
し
て
経
済
的
に
面
倒
な
る
造
方
で
あ
る

Z
L、
事
ん
珠
算
上
特
別
り
基
金
を
設
付
、

H
E
れ
に
依

て
閥
債
を
漸
次
償
還
す
る
方
法
が
宜
し
こ
[
て
ゐ
る
。

而
し
て
此
特
別
的
基
金
の
資
源
を
作
る
た
め
に
彼
は
悌

図
的
相
綴
枕
改
正
を
提
唱
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一一一

彼
は
先
づ
伊
太
利
的
百
四

E
D
C
の
相
縦
税
案
を
叔
介

L
並
(
れ
に
基
い
て
悌
闘

ω
相
減
税
改
正
案
市
立
て
、
ゐ

る
。
夜
間

E
E
の
相
納
税
案
ご
い
ふ
の
は
、
一
の
新
し

いι
、
代
に
よ
る

(
E
H
E
m
s
E
古
ヨ
官
)
累
進
原
則
を

相
績
税
に
採
用
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
、
郎
も
そ
れ

は
相
総
に
依
て
譲
渡
さ
れ
た
る
財
法
の
巾
で
、
死
巴
者

が
前
相
続
に
依
っ
て
所
有
す
る
に
至
っ
た
部
分
に
劃
し

て
、
死
む
占
唱
が
共
自
ら
の
叫
労
働
ピ
貯
蓄
ご
に
因
っ
て
作

大

C
凹

っ
た
部
分
に
封
す
る
よ
'
り
も
重
〈
課
税
す
る

ω

る

o
p
E
E
は
此

ω
夜
間

E
g
ω
案
に
劃
し
て
突
の

如
き
批
評
を
下
し
て
ゐ
る
o

「
此
案
は
、
相
続
に
依
r
L

譲
渡
さ
れ
而
も
慨
に
死
己
者
が
前
相
続
仁
依
て
所
有
す

る
に
去
っ
た
花
布
財
産
在
、
漸
次
同
家
に
吸
牧
す
る
こ

ご
に
よ
っ
一
三
財
布

E
S
が
立
(
案
に
よ
っ
て
、
な
有
財

康
雄
に
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
経
隣
組
織
ご
完
全
に
一
致

(
得
る
と
考
へ
て
ゐ
る
ご
こ
ろ
の
、
生
産
財
及
び
生
産

手
段

ω漸
次
的
国
布
化
ご
い
v

ム
終
局
り
結
果
hu
求
め
て

ゐ

ι、
其
の
限
、
り
に
於
て
、
依
hr
に
非
常
に
枇
曾
的
な

る
円
的
に
傾
い
て
ゐ
る
o

自
分
は
、
此
案
を
批
合
改
革

の
提
案
ご

L
て
は
受
人
れ
雌
い
が
、
然
し
此
案
は
、
現

時
的
締
済
組
織
を
建
具
せ
な
い
純
財
政
的
改
革
た
る
限

切
り
に
於
て
は
、
非
常
に
注
意
す
べ
き
叉
有
放
な
る
且
直

も
に
貫
施

L
得
べ
き
も
の
で
あ
る
。
此
案
は
、
相
紺
3

れ
た
る
官
に
比
L
τ
貯
蓄
さ
れ
た
る
官
を
抑
制
献
す
る
一
』

一
ご
に
依

τ問
者
竺
h
M
別

L
て
ゐ
る
が
た
め
に
、
貯
告
に

一
割
す
る
布
力
な
る
一
刺
戟
を
輿
へ
る
ご
い
ふ
挺
否
し
難
V

同
腕
備
を
持
っ
て
ゐ
る
。
而

L
τ
、
此
業
は
則
政
的
方
策

た
る
限
、
り
仁
於
て
は
多
〈
の
論
者
例
へ
ば
伊
太
利
に
於

で

あ

200--20r 
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の円山
N
U
z
f
Q口
一
等
共
他
、
英
固
に
於
て
は
司
7

問。
f
m
E
B竺
巴
山
一
件
。
ロ
等
の
賞
讃
を
博
す
る
も
の
ご
し

て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
o

」
而
し
て
此
案
を
財
政
上
の
目

的
に
調
剤
す
る
に
就
て
は
、
相
総
に
依
て
譲
渡
さ
れ
た

る
財
産
的
中
で
死
C
者
が
前
相
続
に
依
て
所
有
す
る
に

至
っ
た
も
の
に
却
附
す
る
相
続
税

ω増
税
り
牧
人
を
、
図

債
償
還
の
た
め
に
残
し
て
置
〈
の
で
あ
っ
て
、
此
事
は

河内

m
H
E
E
も
曾
っ
て
提
唱

L
た
る
ご
こ
ろ
で
ゐ
る
国

き
て
悌
蘭
西
山
円
相
級
税
は
非
常
に
重
〈
、
或
論
者
の

如
き
は
千
九
百
二
十
三
年
の
仰
岡
漁
算
に
関
す
る
報
告

中
に
於
工
、
是
れ
以
上
に
達
す
れ
ば
此
税
に
設
牧
的
性

質
を
奥
へ
る
で
あ
ら
う
ご
レ
ふ
限
界
に
淫
[
て
ゐ
る
か

ら
、
其
増
税
を
企
て
、
も
、
一
方
に
腕
釈
が
盛
ん
正
な

る
か
ら
、
閥
庫
の
利
盆
は
僅
か
で
あ
ら
う
、
ご
い
ふ
事

を
逃
べ
て
ゐ
る
。
其
故
に
、
最
近
二
割
の
堆
枕
を
な
し

た
る
仰
蘭
西
の
相
続
殺
を
真
に
増
枚
し
て
目
安

5
2
の

案
を
宥
施
す
る
こ
ご
は
、
此
枕
に
波
牧
的
性
質
を
興
へ

る
も
の
で
、
共
結
果
、
此
渠
は
一
の
財
政
改
革
た
る
よ

り
も
寧
ろ
一
の
枇
合
改
革
・
た
ら

L
む
る
も
の
で
あ
る
さ

考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
が
此
純
の
考
へ
は
股
燥
が
な

帥
印
刷
問
。
財
政
朕
態
と
相
続
枕

て
は

噌t

錯

い
ご
の
耳

E
E
は
い
ふ
。
何
ご
な
れ
ば
、
此
改
革
は
勿

論
一
方
に
於
て
、
相
縦
に
依
て
譲
波
苫
れ
た
る
財
産
の

中
で
死
己
者
が
前
相
縦
に
よ
っ
て
所
有
す
る
に
至
つ
党

も
の
に
謝
し
て
は
現
行
の
相
続
税
を
前
一
叩
附
す
る
-
】
ご
に

な
ら
れ
制
ば
な
ら
ぬ
が
、
然
L
他
方
に
於
て
、
死
巴
者
が

英
貯
蓄
J
N
G

勢
働
ご
に
困
っ
て
作
っ
た
部
分
に
釣
し
で
は

現
行
的
相
総
枕
を
特
認
す
る
こ
ご
に
成
b
、
此
阪
別
が

貯
蓄
に
濁
す
る
有
力
な
る
刺
戟
ご
な
る
E
共
に
、
今
H

多
〈
の
人
が
相
続
枕
に
劃
し
て
非
難
し
て
ゐ
る
筏
牧
的

要
素
ぜ
除
く
で
あ
ら
う
主
、
彼
は
い
っ
て
ゐ
る
。

然
ら
ば
現
庇
仰
蛸
両
内
相
縦
枕
は
げ
と
う
な
っ
て
ゐ
る

か
ど
い
よ
に
、
沖
地
産
山
純
資
本
総
額
に
劃
し
て
次
の
割

合
の
目
指
進
税
が
謀
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
死
亡
者
が
生
存
せ

る
子
供
叉
は
被
代
承
相
続
人
を

三
人
残
し
た
る
時

二
人
抽
出
し
た
る
時

一
人
残
し
た
る
時

一
人
も
抽
出
さ
ず
吻

L
時

百
分
の

0
・
二
五
月
五
七
・
五

百
分
の
つ
・
宜
乃
王
卜
一
一

山

分

自

一

乃

軍

什

一

百
作
川
白
三
乃
モ
三
十
仏

而
L
て
此
税
率
に
封

L
て
、
千
九
百
サ
四
年
三
月
廿
二

日
の
法
律
は
二
割
の
附
加
税
を
課
す
る
に
至
っ
た
。
山
川

(品単一一一腕

第
一
一
十
巻
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仙
陶
聞
の
財
政
献
忠
と
相
続
稀

其
他
に
各
権
利
者
が
受
取
h
た
る
純
配
分
額
に
劃
し
て

次
の
、
死
己
に
よ
る
所
有
株
移
轄
の
累
進
税
が
課
せ
ら

れ

τゐ
る
。

雑

録

一
羽
毎
の
直
系
卑
属

二
親
等
の
丘
系
山
平
踊
及
び
問
偶
者

二
組
等
叫
上
。
直
系
山
中
届

一
親
等
の
直
系
律
属

二
組
等
の
直
系
曾
隠

三
制
等
以
上
白
直
系
邸
周

丸
山
市
及
び
姉
妹

伯
叔
父
母
及
び
甥
姪

大
伯
制
父
母
及
び
甥
民
自
子
u
A
w
v

従
兄
唱
姉
排

四
刺
等
以
上
白
血
族
及
び
他
人

百
分
自
了
乃
主
十
七

Y

自
分
自
一
・
五
乃
至
十
七
・
五

円
分
の
一
一
乃
壬
十
λ

百
分
自
一

7
買
乃
至
十
八
・
五

百
分
自
三
乃
至
十
九

百
分
自
三

-
R
乃
至
十
力
・
玉

百
分
自
十
乃
弔
問
十
凶

百
分
自
十
五
乃
至
四
十
九

百
分
自
二
十
乃
至
五
十
四

官
円
分
自
廿
五
乃
至
五
寸
九

筒
、
此
税
率
に
針
し
て
も
千
九
百
廿
四
年
三
月
廿
二
日

の
法
律
は
二
割

ω附
加
税
を
課
す
る
に
至
っ
た
o

さ
て
の
め
与
5
0
は
右
の
現
行
税
率
の
第
一
の
も
の
の

代
り
ご

L
て
、
失
表
の
如
き
税
率
を
以
て
す
る
こ
ご
が

出
来
る
で
あ
ら
う
F
レ
ふ
。

財

産

額二

千

二
千
一

J

町

一
再
一

li王
国

一h
尚

一

十

高

1

高

一

l

H

T
忠

商

日
五
高
一

五

十

荷

主
十
品
一

百

高

司

L

向

」

二

百

聞

一一
h
山
一

五

百

前

五
百
市
内

f

国

千

部

一

五

千

同

E
千
部
一
ー

一

億
一

位

↑

主

位

瓦

倍

以

上

性
A官
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同
同

-o

甲
山
中
は
、
幅
拠
地
的
に
定
め
ら
れ
た
る
死
亡
者
の
財
産
の
中

の
.
死
亡
者
が
前
相
髄
に
よ
っ
て
得
だ
る
部
少
に
混
用
さ
る
。

乙
白
車
は
死
亡
者
自
財
産
町
中
町
、
死
亡
者
が
其
勢
働
と
貯

蓄
と
に
凶
て
作
っ
た
部
分
に
適
用
さ
る
@

白星者四 IN ~". ~~""". = -"'--一三L 二三一三ヨー宝L三三

=九--、三
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而
し
て
、
死
巴
若
の
財
産
に
謝
し
て
右
表
の
税
率
を

謀

L
た
る
後
仁
、
各
相
納
入

ω品
目
携

Z
し
て
親
等
仁
臆

じ
て
先
に
翠
げ
セ
る
死
じ
に
基
く
所
有
椛
移
輔
税
を
謀
一

す

る

ヨ

』

芭

に

す

乙

。

一

の
2
5
5
は
右
の
表
に
就
て
次
の
如
き
説
明
を
加
へ

て
ゐ
る
。
死
巳
者
が
其
勢
倒
及
び
貯
蓄
に
よ
っ
て
作
っ

た
尉
産
に
船
出
す
る
税
率
は
現
行
卒
よ
り
も
少
い
、
是
じ

依
っ
て
貯
蓄
に
封
す
る
有
力
な
る
刺
戟
を
輿
へ
る
こ
芭

が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
死
む
者
が
多
数

ω
子
供

を
残
し
た
時
に
は
、
肢
に
相
続
さ
れ
た
る
財
産
に
劃
す

る
税
率
は
聴
い
。
要
す
る
に
か
く
の
如
〈
に

L
て
、
備

闘
が
必
要
ご
し
て
ゐ
る
人
口
増
殖
に
謝
す
る
焚
附
Z
貯

蓄
に
劃
す
る
刺
戟
子
炉
」
奥
へ
得
も
ニ
ご
に
な
る
で
あ
ら

う
。
又
一
方
に
於
て
、
死
己
岩
が
前
相
続
に
よ
っ
て
得

た
る
財
産
に
劃
す
る
率
が
重
く
て
も
、
是
を
以
T
一
波
牧

の
手
段
ご
考
へ
る
こ
ご
は
由
来
な
い
。
甲
の
最
高
率
は
、

死
む
者
が
子
供
又
は
被
代
承
相
綾
人
を
残
さ
な
か
っ
た

場
合
に
の
み
趨
則
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
、
か
、
る
場
合

に
家
族
り
林
利
及
び
利
害
関
係
は

1
lそ
れ
は
骨
宣
さ

れ
る
償
値
は
め
る
が
ー
1

余
h
張
く
な
い
u

ご
思
ふ
。
倫

雑

主主

仰
駒
聞
の
財
政
扶
態
と
相
続
輯

ヌ
、
最
高
率
は
何
れ
も
、
全
財
産
額
に
針

L
て
認
せ
ら

る
、
の
で
は
な
(
、
只
、
其
最
後
の
超
過
額
に
謝
し
て

の
み
謀
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
、

術
、
彼
は
、
此
案
を
判
断
せ
ん
ご
す
る
に
は
主
主
[

τ此
案
が
逮
せ
ん
ご
し
て
ゐ
る
目
的
の
痕
備
に
根
擦
を

置
〈
べ
き
こ
正
、
井
仁
一
闘
債
の
償
還
及
び
減
少
の
方
法

E
L
て
提
唱
せ
ら
れ
た
る
他
の
方
法
(
資
本
的
徴
牧
、

悶
債
破
裂
)
ご
比
較
し
、
闘
債
償
還
に
よ
っ
て
確
質
に

到
達
す
べ
き
財
政
上
好
都
合
な
る
結
果
ご
関
聯
し
て
吟

味
す
べ
き
こ
E
.

且
叉
悶
債
を
漸
攻
償
還
す
る
た
め
仁

謀
せ
ら
る
、
先
の
相
納
税
の
甲
山
平
の
支
梯
方
法
正

L
て

は
、
現
金
よ
り
も
寧
ろ
特
に
償
還
さ
る
べ
き
閥
債
務
券

又
は
某
他
の
容
易
に
寅
買
し
得
る
諮
券
又
は
財
を
以
て

す
べ
き
こ
ご
を
述
べ
て
、

E
m
E
E
が
提
唱
し
た
る
が

如
き
不
動
産
を
以
て
も
支
挑
を
な

L
得
る
ご
寸
る
一
』
ど

は
慈
賞
で
は
な
い
ご
し
て
ゐ
る
c
(
完
)

第
二
十
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